
         （添付資料） 
応募と文献調査について 

 
地域住民など 関係都道府県知

事及び市町村長 原環機構 経済産業大臣 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・文献調査計画 
 の公表・説明 
  
 
 
 
 
・公告・縦覧 
 
 
 

意 見 書 
 

  
市町村長 
からの応募 

 
 
 
 
 
・文献調査の開始

の連絡 
    
 

 
 
 
  ・送付 
  
 
 
    
 
    
  ・送付 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
   

・ 応募区域の地質的な条件

が文献調査の対象となる

ことを確認 
      
・ 文献調査の実施に係る 

事業計画変更申請 
・ 文献調査計画の作成 
 

文 献 調 査 
 

  
 
    

 
 
報告書の作成 
 
 
説明会の開催 

 
 
 
 
 

 
 
実施計画の変更申請 
 
     

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

認 可 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o 精密調査地区の選定、最終処分施設建設地の選定にも同様の手続きで進めます 
 
※「地元の理解等が得られず、当該都道府県知事又は市町村長が概要調査地区等の選定

につき反対の意見を示している状況においては、当該都道府県知事又は市町村長の意

見に反しては、概要調査地区等の選定は行われないものと考えている」との政府の答

弁書があります。  

最終処分計画の

改定 
◎ 関係都道府県

知事及び市町

村長の意見を

聴き、これを十

分に尊重しな

ければならな

い ※ 

◎ 閣議決定など

 

実施計画の変更

承認 

意見概要及び原環機構

の見解の作成 

関係都道府

県知事及び

市町村長の

意見 

概要調査地区選定

完了 


